
●�来年3月31日以前から水道を使用している場合�
偶数月検針の地区は、６月検針分から�
奇�数月検針の地区は、７月検針分から
　※�偶数月検針　JR東海道本線以北（二本木町・緑町を含む）。
　　奇数月検針　JR東海道本線以南（二本木町・緑町を除く）。
●来年４月１日以降、新たに使用を開始する場合　
　最初の検針分から

問▶水道業務課（☎〈71〉2284）
topic 3

水道料金改定のお知らせ
将来にわたって安定して水道サービスを提供するため、皆様のご理解とご協力をお願いします。

なぜ料金改定が必要なの？

どれくらい変わるの？

　水道事業は、主に利用者からの水道料金収入により経
営していますが、給水人口の減少や節水機器の普及等に
より使用量が減り、水道料金の収入が減少しています。
　一方、将来の災害に備え、水道施設等の耐震化や老朽
化対策に多額の費用がかかるため、水道事業の経営は厳
しくなっています。
　今後着実に耐震化等の工事を進め、将来にわたって安
全で安心な水道水を安定して利用者にお届けするために、
水道料金の改定が必要です。

いつから変わるの？

　来年４月１日以降の使用分から改定後の水道料金を適用します。
　ただし、使用期間に来年３月３１日以前の期間が含まれる場合は、改定前の水道料金が適用されます。

基本料金15％、水量料金15円値上げします。
水道料金の新旧比較（１カ月分・税抜） ※�請求は２カ月に１度です。

●基本料金
口径（㎜） 現在（円） 新料金（円）

13 600 690
20 １000 1150
25 2500 2880
40 7600 8740
50 １万2200 １万4030
75 ２万7000 3万1050
100 5万 5万7500

●水量料金
水量（㎥） 現在（円） 新料金（円）

1～10 50 65
11～20 90 105
21～30 １25 140
31～50 １65 180
51～100 １90 205
101～ 2１0 225
臨時用 280 295

詳細は市HP
を参照

計算例
口径20㎜、1カ月水量20㎥使用の場合

3135円－2640円＝495円
１カ月あたり495円増額

現在
（１000円+50円×１0㎥ +90円×１0㎥）
×１.１（消費税）＝2640円
改定後
（１１50円+65円×１0㎥ +１05円×１0㎥）
×１.１（消費税）＝3135円

水道料金は
水道水を作る費用や、
施設を更新する費用
に使われています

安全な水道水を提供し、
水道施設を更新します

水道料金を
いただきます

来年4月1日以降利用分から
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不用品を に

リユース（再使用）を考えましょう！
捨てる前

安城市
Anjo City
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topic 4
問▶ごみ資源循環課(☎〈76〉3053）

　不要品を処分する際は、費用や手間がかかることが多い
ですが、意外にも引き取り希望者や、買い取ってくれるお
店があるかもしれません。
　「捨てる」前に「もったいない」という意識を持ち、まだ使
えるものは、市と連携した以下の民間事業者サービスをぜ
ひ活用してください。大型の家具や家電等、幅広い品目が
対象です。
　取引きが成立しない場合もありますが、リユースを日常
の習慣として取り入れていきましょう！

市では、民間事業者と連携協定を結び、

不要品のリユースを推進しています。

運営：㈱マーケットエンタープライズ 運営：㈱ジモティー

　一度に複数の買取業者に査定依頼ができる
サービスです。
　売りたいモノの買取価格を手軽に比較でき、
売却することができます。

　地域の様々な情報を無料で掲載できる掲示板
サイトです。個人間で取引きを行うため、買取
店では値が付かないモノや、運搬に困るモノも
取引きが可能です。

◦利用料・手数料が無料
◦�大型の家具・家電は家まで取りに来てく
れる（一部の買取業者のみ）

◦㈯㈰㈷や、最短で当日の引渡しも可能

特徴
◦利用料・手数料が無料
◦無料でも出品可能
◦�地元の人とやりとりするので、梱包・発
送等の手続きが不要

◦�㈯㈰㈷や、最短で当日の引渡しも可能

特徴

①不要品の商品情報を入力して査定依頼
②�複数の査定結果からサービス内容や金額
を比較

③�買取店へ連絡し、詳細を確認後に不要品
を売却

利用の流れ

①品物を撮影して掲示板に投稿
②問合せが来たら日程を調整
③品物を引渡す
④相手方にチャットでお礼を伝えて完了

利用の流れ


